
イ
ヌ
|
イ
八

親
崇
刊
と
あ
る
文
書
に
、
『
金
棒
庄
御
公
用
銭
都
合
四

拾
七
質
文
渡
申
候
。
此
内
四
賀
文
は
犬
丸
名
之
分
に

運
上
候
。
』
と
あ
る
。
こ
の
金
律
庄
犬
丸
名
は
河
祐
部

で
あ
ら
う
。

イ
ヌ
ヰ
カ
タ
チ
乾
垣
内
石
川
郡
中
奥
郷
に
邸

す
る
部
務
。

イ
ヌ
ヰ
ス
ケ
ナ
ホ
乾
柿
直
通
稽
新
四
郎
、
宇

は
子
健
。
症
岳
又
は
山
水
常
と
践
す
る
。
金
・
搾
の
人
。

伊
藤
陶
言
・
土
橋
反
誌
に
製
び
、
事
保
十
七
年
加
賀

務
の
老
臣
横
山
隆
建
の
築
士
と
な
っ
た
。
明
和
八
年

八
用
夜
、
事
年
七
十
館
。
著
す
所
漉
岳
鐙
約
二
審
・

舵
民
集
が
あ
る
。

イ
ヌ
ヰ
ホ
成
弁
保
三
宮
古
記
に
成
井
保
が
あ

る
。
こ
れ
は
民
弁
保
で
、
石
川
郡
中
奥
郷
乾
剖
内
で

あ
ら
う
と
い
は
れ
る
。

イ
ネ
タ
カ
ト
モ
稲
孝
奥
宣
畿
の
子
で
、
活
穏

を
新
助
と
い
ひ
、
加
賀
滞
か
ら
俸
二
十
人
技
持
を
受

け
た
。
亭
保
十
九
年
幕
肘
が
宣
畿
の
治
説
明
際
物
類
舗

を
補
修
せ
ん
と
し
た
時
に
、
召
さ
れ
て
之
に
奉
加
し

た
が
、
未
だ
業
を
皐
・
へ
る
に
主
ら
ず
し
て
江
戸
に
客

死
し
た
。

イ
ネ
チ
ヅ
ル
稲
千
鶴
宣
義
の
子
で
京
都
に
住

し
、
後
に
新
助
と
帯
し
た
。
初
め
加
賀
滞
か
ら
十
人

扶
持
を
受
け
、
亭
保
十
九
年
夏
に
十
人
扶
持
を
加
へ

た。
イ
ネ
ノ
プ
ヨ
シ
稲
宣
義
本
姓
稲
生
。
遜
稽
初

め
正
助
、
後
に
若
水
。
部
は
彰
信
、
又
は
宣
義
。
若

水
が
そ
の
遁
穏
で
あ
る
こ
と
は
、
前
倒
綱
紀
へ
の
上

容
に
栂
若
水
彰
信
と
あ
る
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
観
は

白
当
選
人
と
い
う
た
。
明
隠
元
年
生
。
交
の
恒
軒
は

宮
律
侠
永
井
筒
征
の
餓
簡
で
あ
っ
た
。
宣
義
十
一
畿

で
大
坂
に
出
で
、
留
を
古
林
見
宜
に
皐
び
、
翌
年
借
入
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1
・
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1
1
1
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I
l
-
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山
石
内

能
美
郡
山
上
郷
に
鹿
す
る
部

イ
ハ
ウ
チ
岩
内
腿
永
廿
一
年
四
周
十
九
日
附

足
利
義
持
の
利
害
に
、
『
加
賀
闘
倉
光
開
護
者
内
村
玉

五
回

門
に
留
る
こ
と
六
年
。
次
い
で
京
都
に
往
き
経
義
を
一
れ
、
法
億
九
年
入
居
六
日
の
目
附
を
有
す
る
。
纏
菅
一
鉾
郷
内
石
丸
名
田
登
町
七
段
捻
五
代
畠
九
段
中
時
、

伊
藤
仁
溺
に
受
け
、
業
成
っ
て
宮
棒
に
蹄
b
、
筒
征
一
賀
三
州
志
故
櫨
考
に
蟻
れ
ば
、
阿
部
判
官
は
珠
洲
郡
一
早
任
相
偲
知
行
之
旨
、
倉
光
藤
増
丸
可
領
掌
之
紋
如

の
子
向
長
の
侍
臣
と
な
b
、
明
普
堂
の
敬
授
を
乗
ね
一
黒
崎
法
主
山
の
城
主
で
あ
っ
た
と
い
ひ
、
地
方
六
も
一
件
。
』
と
あ
る
岩
内
村
は
、
石
川
郡
の
地
と
見
え
る
。

た
。
延
貸
八
年
向
長
の
封
を
除
か
れ
る
に
及
び
、
宣
一
そ
の
名
を
噴
々
す
る
が
、
法
徳
の
私
年
抵
は
他
じ
所
一
併
し
今
は
岡
部
に
こ
の
村
名
が
な
い
。

義
は
京
都
に
出
て
諸
生
に
教
授
し
た
が
、
迭
に
本
草
一
見
な
く
、
彼
が
判
官
と
い
っ
た
こ
と
も
訴
し
く
、
文
一
イ
ハ
カ
タ
岩
方
暦
限
四
年
八
月
七
日
揮
棒
掃

皐
の
大
成
に
志
し
、
前
肘
綱
紀
の
助
力
を
得
ん
と
欲
一
書
亦
そ
の
飽
を
得
て
居
な
い
。
案
ず
る
に
、
こ
の
文
一
部
顕
親
秀
の
説
伏
に
、
『
加
賀
閥
会
且
庄
内
岩
方
村
牢

し
、
木
下
順
路
を
介
し
て
仕
を
求
め
、
元
総
六
年
金
一
審
は
、
寛
文
九
年
珠
洲
郡
大
町
泥
木
の
里
民
が
、
開
一
分
云
々
0
』
と
あ
b
、
大
永
七
年
・
事
時
四
年
の
文
書
に

揮
に
来
遊
し
た
の
で
、
侯
は
儒
艮
に
加
へ
て
二
百
俵
一
至
郡
某
村
と
入
曾
地
を
事
う
た
際
初
め
て
加
賀
務
に
一
も
岩
方
村
に
室
町
将
軍
の
料
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
見

の
畿
俸
を
典
へ
た
。
宣
義
即
ち
七
年
十
周
食
物
停
一
提
出
せ
ら
れ
、
是
に
由
っ
て
勝
訴
に
な
っ
た
も
の
で
一
え
る
。
こ
の
岩
方
村
は
現
に
怒
し
な
い
が
、
倉
周
庄

信
震
を
編
せ
ん
こ
と
を
箭
ひ
、
一
年
に
し
て
成
b
、
一
あ
る
か
ら
、
略
そ
の
作
製
の
時
代
が
推
察
で
含
る
。
一
は
後
に
設
局
庄
と
暫
く
も
の
で
、
後
世
の
石
川
・
河

之
を
侯
に
上
っ
た
。
綱
紀
は
之
に
よ
っ
て
宣
畿
の
築
一
イ
ノ
ウ
タ
ダ
タ
カ
伊
能
忠
敬
遁
帯
三
郎
右
衛
一
北
と
郡
に
跨
る
が
、
名
主
に
大
浦
高
桑
六
郎
左
衛
門

才
を
認
め
、
際
物
類
舗
を
編
せ
し
め
て
本
草
網
目
の
一
門
・
勘
鮮
問
、
東
測
と
践
し
、
下
総
佐
原
の
人
。
享
和
一
が
居
た
り
、
松
寺
附
廷
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
他

諮
漏
を
繍
は
ん
と
し
た
。
宣
義
元
保
八
年
七
用
金
・
揮
一
三
年
平
山
都
議
・
伊
能
秀
蔵
・
尾
形
鹿
助
・
村
課
大
見
・
一
の
文
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
か
ら
、
荷
物
郡
で
あ
る

を
僻
し
、
爾
後
指
館
勝
助
そ
の
事
に
従
っ
た
が
、
不
一
小
野
良
助
・
伊
能
吉
兵
衛
・
傍
久
兵
衡
を
従
へ
て
北
陸
一
こ
と
を
断
じ
得
る
。

幸
に
し
て
正
徳
五
年
七
周
五
日
六
十
一
歳
を
以
て
病
一
に
入
b
、
越
前
の
測
量
を
終
へ
た
後
、
六
周
廿
四
日
一
イ
ハ
ガ
フ
チ
ケ
ン
カ
岩
ヶ
淵
喧
嘩
.
文
様
元
年

麗
し
、
そ
の
若
三
百
六
十
二
巻
で
中
途
に
腹
せ
ら
れ
一
越
前
吉
崎
よ
り
来
b
て
大
型
寺
に
泊
b
、
翌
日
盛
屋
一
一
前
回
利
長
越
中
守
山
在
城
の
時
、
蹄
際
宇
四
郎
へ
四

る
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
こ
れ
は
そ
の
後
幕
府
に
よ
一
村
に
初
め
て
加
賀
沿
岸
を
測
b
、
此
の
聞
に
一
践
を
一
一
白
石
Y
山
口
庄
九
郎
ハ
二
百
石
〉
・
宇
野
甚
太
郎
ハ
三
百

っ
て
織
紛
完
成
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
他
一
し
て
本
街
道
を
測
量
せ
し
め
、
七
周
二
日
金
揮
に
入
一
石
〉
は
、
事
に
よ
っ
て
御
扶
持
を
召
政
さ
れ
た
が
、

結
篭
川
町
別
集
・
本
草
別
集
・
食
物
本
草
・
物
産
目
録
・
探
一

b
、
五
日
羽
咋
郡
今
甑
に
着
し
た
。
こ
L
に
て
叉
二
一
向
そ
の
地
に
あ
っ
て
、
一
日
向
井
薦
入
郎
と
共
に
山

薬
鋪
断
等
の
者
が
あ
る
。
宜
畿
は
明
治
四
十
二
年
九
一
際
と
な
り
、
卒
山
都
臓
は
西
岸
よ
b
能
奄
半
島
を
織
一
崎
五
郎
右
衛
門
の
家
に
曾
し
、
暗
夜
蹄
跨
に
就
い

眉
十
一
日
特
旨
を
以
て
従
四
位
を
迫
胎
せ
ら
れ
た
。
一
・
り
、
七
尾
を
経
た
る
本
隊
と
七
局
廿
四
日
鳳
主
都
市
一
た
。
然
る
に
踊
入
郎
が
三
人
と
別
れ
て
そ
の
家
に
向

基
は
京
都
東
拍
院
の
境
内
に
あ
る
。
閣
に
い
ふ
、
宣
一
村
に
合
し
、
共
に
島
J

地
組
母
ヶ
捕
に
渡
り
、
本
隊
一
か
う
た
際
、
何
者
か
の
お
に
斬
付
け
ら
れ
た
。
萩
原

義
が
金
揮
に
ゐ
た
聞
の
住
所
は
十
閲
町
で
あ
っ
た
。
一
は
南
・
浦
、
卒
山
践
は
北
捕
を
測
量
し
、
廿
七
日
傘
二
入
兵
衛
ハ
五
百
石
〉
と
吉
町
三
右
衛
門
会
二
一
白
石
U

と

元
総
八
年
三
用
御
箆
踊
場
の
建
替
に
、
薬
槌
商
賢
人
一
浦
に
て
合
し
、
所
，
口
に
渡
b
、
和
倉
に
泊
し
、
廿
一
は
、
こ
は
必
ず
三
人
が
漏
八
郎
の
識
に
よ
っ
て
践
を

共
稲
若
水
方
へ
憾
越
、
相
就
時
候
品
候
は
ど
可
承
。
若
一
九
日
腕
ロ
を
渡
し
て
、
入
居
期
日
東
滋
村
に
止
宿
一
僚
は
れ
た
も
の
と
信
じ
て
な
し
た
も
の
で
あ
る
と

水
宅
は
十
岡
町
で
あ
る
と
の
こ
と
を
載
せ
る
。
一
し
、
次
回
越
中
に
入
っ
た
0

・
一
し
、
弼
八
郎
に
勧
め
て
仇
を
報
い
し
め
ん
と
し
た
。

イ
ネ
ン
ゴ
ウ
異
年
続
加
能
ニ
凶
の
文
書
中
に
、
一
イ
ハ
ア
ナ
岩
穴

m
羽
咋
郡
河
内
の
内
の
小
字
。
一
是
を
以
て
四
用
十
四
日
傘
四
郎
と
庄
九
郎
と
は
上
方

異
年
蹴
を
記
し
た
も
の
が
二
種
あ
る
。
そ
の
一
は
得
一
イ
ハ
ア
ナ
ガ
ハ
岩
穴
川

J
タ
マ
キ
ガ
ハ
・
熊
一
へ
遮
れ
ん
と
し
た
の
を
、
漏
入
郎
は
逐
う
て
河
北
部

江

文

醤

中

の

、

白

幽

二

年

卯

局

廿

日

得

江

九

郎

に

宛

一

木

川

。

中

僚

に

室

。

新

設

し

た

。

八

兵

衛

と

三

右

衛

門

は

今

て
た
行
誕
の
執
建
炊
で
あ
b
、

白

血

二

年

が

奥

凶

七

一

イ

ハ

ウ

チ

石

動

で

弼

入

郎

を

迎

へ

、

共

に

守

山

に

邸

ら

う

と

す

年

ハ

正

平

元

年

・

貞

和

二

年

〉

で

あ

る

こ

と

は

慌

に

知

一

帯

。

る

と

、

宇

四

郎

等

の

知

普

で

あ

っ

た

浅

井

左

馬

助

ヱ

ハ

ら

れ

て

居

る

。

そ

の

こ

は

阿

部

判

官

義

宗

が

、

珠

洲

札

千

石

V

と
、
宇
野
平
八
郎
(
三
千
五
百
石
〉
と
が
、
器
ヶ

の

山

界

に

関

し

て

醤

い

た

も

の

と

停

へ

ら

捕

で

踊

入

郎

等

三

人

を

迎

へ

戟

ひ

、

双

方

共

に

死

傷


